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バス事業者の皆様へ 

 

大阪市経済戦略局   

観光部観光施策担当 
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「日本橋観光バス乗降場スペース」利用に関する周知について 

 

 

平素は大阪市の観光行政にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、大阪ミナミ・道頓堀エリアにある「日本橋観光バス乗降スペース」につきまして、年間を

通じ利用台数が増加してきており、更なる増加が見込まれる桜のシーズンを前に、改めまし

て乗降スペースの利用ルールや、新たに、周辺の観光バス駐車場の満空状況の確認方法等に

つきましてご案内いたします。 

 つきましては、運転手やガイドの皆様に周知いただき、マナーの向上にご協力いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

 なお、堺筋、長堀通、千日前通などの周辺道路において、待機のための路上駐車は行わないよ

う、重ねてのご周知、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 


